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目指すべき環境のすがた目指すべき環境のすがた

1.環境に関する将来像

2.計画の体系



循　環共　生 参　加

　この計画では、条例の理念に基づき、共生・循環・参加を目指すべき環境像と考え、それらを総括するものとして環

境に関する将来像を設定しました。

　そして、この将来像を実現するために、3つの環境像それぞれに基本目標、施策の方向、及び具体的施策を体系づ

けています。また、それが着実に機能していくことで、国際貢献にも結びついていくと考えます。
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海とともに生き、自らの手で築く、

シーサイド・エコシティ　塩竈

環境に関する将来像

１．共生

２．循環

自然と共生するまち

地域循環型のまち

協働で環境保全に取り組むまち
３．参加

条例の理念に基づく
３つの環境像

環境に関する将来像1 環境に関する将来像
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海とみどりをまもり・育て・いかす、

自然と共生するまち

都市の機能や環境と調和した暮らしのある

地域循環型のまち

一人ひとりの自覚と責任のもと、

協働で環境保全に取り組むまち
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（1）
生活のなかで身近
に海を感じるまち
をつくる

（2）
自然を守り、まちの
緑を育てる

（3）
自然や伝統的な景
観を守り、活用する

（4）
地域循環型の都市
をつくる

（5）
環境負荷の少ない
まちの基盤をつく

（6）
快適で安全な生活
環境を確保する

（7）
環境について知る・
学ぶ機会をふやす

（8）
市民・事業者の環境
に関する活動を支援・
育成する

（9）
環境に配慮したく
らし方をすすめる

Ａ．塩竈の海を活かした水辺環境をつくる

Ｂ．市民が楽しめる魅力ある港町をつくる

Ｃ．くらしと産業が共存する海辺をつくる

Ｄ．身近な都市の緑をつくる

Ｅ．生物の生息・生育環境を保全する

Ｆ．島嶼部の自然環境を保全し、その特性を活用する

Ｇ．伝統的な景観を守り、活用する

Ｈ．貴重な自然景観を保全する

Ｉ．環境に配慮・調和した都市景観を創造する

Ｊ．省エネを推進し、自然エネルギーを活用する

Ｋ．廃棄物の減量とリサイクルを推進する

Ｌ．水の有効利用を推進する

Ｍ．環境に配慮した交通体系の整備を進める

Ｎ．社会資本の整備における環境配慮を進める

Ｏ．都市防災における環境配慮を進める

Ｐ．環境汚染を未然に防止する

Ｑ．空気や水をはじめとする環境質をより高める

Ｒ．廃棄物の適正処理を推進する

Ｓ．環境教育・学習を推進する

Ｔ．環境情報の共有化を進める

Ｕ．市民・事業者の環境に関する主体的な活動を支援・
育成する

Ｖ．市、市民、事業者の協働体制のもと環境に関する各
種活動を推進する

Ｗ．環境に配慮した行動を推進する

Ｘ．環境美化を推進する

◎浦戸諸島や越の浦に残る自然海岸の保全に努めます。◎散策路や広場など親水施設の整備を進めます。

◎サインや駐車場の整備など、水辺へのアクセス機能を充実していきます。

◎海とのつながりを重視したまちの活性化を進めます。◎魚市場地区の魅力を高め、利用を促進します。

◎港町の資源を結びつけるネットワーク整備を市民・事業者と連携して進めます。

◎港の利用を高めるような漁港や港湾部の多目的・高次利用を推進します。

◎市民も観光客も楽しめる海辺の拠点整備と活用を進めます。

◎市民や事業者の緑化意識の向上を図ります。◎公共施設の緑化や民有地の緑地保全など、まちなかの緑を増やし、ネットワーク化を進めます。

◎地域のシンボルとなる樹木などを保全し、活用していきます。◎市民との協働により身近な公園緑地の魅力を高め、積極的に活用を図ります。

◎伊保石や加瀬沼、鹽竈神社など、市民の意見・要望を取り入れながら、市内に残された生物生息・生育環境の保全に努めます。◎樹木植栽の際に、地域の特性や生態系に

配慮した選定をしていきます。◎下水道の普及推進などにより、きれいな水環境づくりを進めます。◎新しい技術の応用などにより、環境負荷の少ない漁場づくりを進め

◎環境学習への活用やイベントの開催など、島嶼部の自然環境の保全意識を高めるとともにその利用機会を拡大していきます。

◎豊かな自然を享受し、それらと共存できる浦戸地区の生活基盤づくりを進めます。

◎市内に残る伝統的な景観を保全し、その歴史的・文化的価値を活用していきます。

◎サインやガイドブックの整備など、伝統的な景観を結びつけ活用していきます。

◎市内に残された自然景観の保全に努めます。◎松島の松林を将来にわたって保全し、再生していきます。

◎自然景観と接する産業や建造物の景観配慮を促進します。

◎自然景観や周辺の環境と調和した公共施設や道路の景観整備を進めます。◎市民・事業者との協働により環境と調和した都市景観の創造を進めます。

◎街路灯などに、光害の少ない照明設備の導入を検討していきます。

◎市民・事業者の配慮行動の推進を図ります。◎庁内の省エネルギーの目標を定め、市が率先して省エネに取り組みます。

◎公共施設への自然エネルギー導入に向け、新エネルギービジョンを策定します。

◎市民・事業者の配慮行動の推進を図ります。◎市が率先して目標値を定め、庁内事務におけるごみの減量とリサイクルに取り組みます。

◎市民・事業者によるごみの減量・リサイクルの主体的な取り組みを支援します。

◎市・市民・事業者の配慮行動の推進を図ります。◎中水の利用を推進していきます。

◎水源の保全に広域的に協力していきます。

◎環境負荷の少ない道路の体系的な整備を進めます。◎公共交通網の利便性・連続性を高めて利用向上を図ります。◎バス・アンド・ライドやノーマイカーデーの普及な

ど、公共交通の利用意識を高めていきます。◎バリアフリーの推進など、誰もが安心して利用できる公共交通・歩行空間の整備を進めます。

◎社会資本整備において環境負荷の少ない資材・工法を導入していきます。◎土地利用における環境配慮を進めます。

◎環境負荷の少ないまちをつくるため、下水道整備を進めます。◎豊かな自然を享受し、それらと共存できる浦戸地区の生活基盤づくりを進めます。

◎海岸保全施設や急傾斜地崩壊対策などに環境に配慮した整備方法を取り入れていきます。

◎雨水流出抑制施設の整備を進めます。◎天水桶の利用などを推進し、雨水の有効利用を図ります。

◎公害防止対策の強化を図ります。

◎環境問題に対する情報収集・発信の体制をつくります。

◎悪臭・地盤沈下など塩竈特有の環境問題への監視を継続します。◎身近な環境の調査・観察を推進し、その結果を市民と共有していきます。

◎生活型公害改善のため、市民や事業者のマナー向上を図ります。◎市民との協働により地域の環境計画づくりを推進します。

◎ごみの適正処理に向け、啓発・指導体制を充実していきます。◎ごみ処理の広域化などにより計画的な施設整備を進めます。

◎清掃工場や埋立処分場など、ごみ処理施設の適正管理に努めます。

◎多様な学習ニーズに対応する環境教育・環境学習活動の機会を拡大していきます。◎まちの歴史から環境保全に役立つくらし方やまちづくりを学び、活用していきま

す。

◎環境情報を収集・発信するとともに、市民・事業者・市の情報共有の場として利用できる拠点を整備します。◎広報やホームページなど、市民の目にふれやすい情報提供

ツールを充実していきます。◎シンポジウムや協議会の開催など、市民・事業者・市が交流し環境情報の共有化を図ります。

◎活動支援・人材育成など、環境活動の拠点となる施設を整備します。◎環境活動の支援制度をつくり、充実していきます。

◎環境活動への参加を促進し、人材を育成していきます。

◎環境に関する行政施策等への市民参加の機会を拡大していきます。◎企業、団体、高等教育機関等との環境に関する協力・連携体制を強化していきます。

◎隣接自治体などとの環境に関する広域的な協力・連携体制を築いていきます。◎市民・事業者・市のパートナーシップを築き推進します。

◎環境率先実行計画を策定し、市が率先して環境配慮に取り組みます。

◎市民や事業者に環境配慮指針の普及・啓発を進めます。

◎散乱ごみを防止し、市民の美化意識の向上を図ります。

◎地域での美化指導を徹底し、美化推進の主体的な取り組みを積極的に支援します。
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